
 
 

瑞浪市条例第１８号 
 
 瑞浪市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 
 
  令和８年６月３０日 
                    瑞浪市長 水 野 光 二   



   瑞浪市手数料条例の一部を改正する条例 

瑞浪市手数料条例（平成１２年条例第６号）の一部を次のように改正する。 

 別表１４の部事務の種類の欄中「１４の項」を「１３の項」に改め、同部

４の項金額の欄中「１枚につき」を「１名義、課税年度ごと５枚までにつき」

に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年９月７日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の瑞浪市手数料条例の規定は、この条例の施行の

日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したも

のについては、なお従前の例による。 


